
 

 

金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」と CFP認定者諸規程 対応表 

金融庁 顧客本位の業務運営に関する原則 CFP 認定者の倫理原則 CFP 認定者の行動規範 CFP 認定者の実務プロセス 

【顧客本位の業務運営に関する方針の策定・公表等】 

原則 1. 金融事業者は、顧客本位の業務運営を実現するため

の明確な方針を策定・公表するとともに、当該方針に係る取

組状況を定期的に公表すべきである。当該方針は、より良い

業務運営を実現するため、定期的に見直されるべきである。 

 

 

 

1．FP 実務と CFP 認定者の FP サービスや専門的力

量、経験に関する情報を提供する。 

FP実務のプロセス、提供するサービスの内容及び自身

の専門的力量と経験についての情報を顧客に提供す

る。 

【顧客の最善の利益の追求】 

原則 2. 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、

顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を

図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文

化として定着するよう努めるべきである。 

第 1原則 顧客第一 

顧客の利益を最優先させなければならない。 

第 2原則 誠実性 

誠実性をもって専門的サービスを提供しなけ

ればならない。 

第 4原則 公平性 

専門家としてのすべての関係において、公平

で道理をわきまえていなければならない。 

（顧客第一） 

1. CFP認定者は、いかなる場合も顧客の利益を最優先させ

なければならない。 

（公平性） 

7. CFP認定者は、いかなる場合も顧客を公平に扱い、誠実

性及び客観性をもって専門的サービスを提供しなければなら

ない。自身の先入観や利害関係が、顧客に対するサービスに

悪影響を与えることがあってはならない。 

8. CFP認定者と顧客は、CFP 認定者が提供するサービスに

ついて、相互に合意しなければならない。 

18．プラン実行のための商品及びサービスを明確にし、

提示する。 

プラン実行のために適切な商品及びサービスを明確に

し、提示する。 

解説 

CFP 認定者は、顧客の状況に適合し、顧客のファイナ

ンス上の目的やライフプラン上の目標に合理的に対応

する商品又はサービスを提案する。…生じる利益相反

について顧客と協議し、そうした利益相反がプランに

与える影響についても説明する。 

【利益相反の適切な管理】 

原則 3. 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可

能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合に

は、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者

は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきで

ある。 

第 3原則 客観性 

客観的に専門的サービスを提供しなければな

らない。 

…CFP認定者は、提供するサービスの内容に

関わらず誠実性を守り、利益相反を管理して

専門家としての健全な判断を行うことが求め

られる。 

第 4原則 公平性 

専門家としてのすべての関係において、公平

で道理をわきまえていなければならない。ま

た、利益相反を開示し、管理しなければなら

ない。 

 公平であるためには、業務契約についての情

報を顧客に提供することが必要であり、重要

な利益相反の開示が求められる。 

（公平性） 

7. CFP認定者は、いかなる場合も顧客を公平に扱い、誠実

性及び客観性をもって専門的サービスを提供しなければなら

ない。自身の先入観や利害関係が、顧客に対するサービスに

悪影響を与えることがあってはならない。 

 

（情報開示・合意等） 

24. CFP 認定者が提供するサービスに FP実務の主要なプロ

セスが含まれる場合、 

（1）CFP 認定者は、顧客に対して以下の情報を文書で開示し

なければならない。また以下の情報に重要な変更があった場

合には、適時顧客に開示しなければならない。 

b.顧客と CFP認定者、その雇用主、関係者又は第三者との

間に起こりうる利益相反の概要。 

2．CFP認定者の専門的力量、経験、利益相反事項を踏

まえ、顧客と協働することができるか判断する。 

解説 

…また、利益相反事項の有無を明確にし、それらを顧客

へ開示する。 

13．各戦略がファイナンス上の目的やライフプラン上

の目標にどう対処しているか顧客が理解できるように

プランを提示する。 

戦略が顧客のファイナンス上の目的やライフプラン上

の目標達成にどのようにつながるのか、顧客が十分な

情報に基づく意思決定を行うことができるように、プ

ラン及び理論的な根拠を提示する。 

14．提案した行動がファイナンス上の目的やライフプ

ラン上の目標の達成に影響を及ぼす要素を顧客と協議

する。 

プラン作成にあたって用いられた情報、要素、想定条

件、また顧客のファイナンス上の目的やライフプラン

上の目標達成にそれらがどのように影響を与えるのか

顧客と協議する。 

15．顧客からのフィードバックを踏まえてプランを修

正する。 

顧客との相互の合意に基づき、プランの修正の種類や

規模に関する顧客のフィードバックを取り入れる。こ

のフィードバックには、顧客のファイナンス上の目的

やライフプラン上の目標の修正や優先順位付けの見直

し、業務契約の範囲の修正を含む。 

解説 

…プランの修正により利益相反又は潜在的な利益相反

が生じる場合は顧客へ伝える。… 

【手数料等の明確化】 

原則 4.金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料

その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービス

の対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提

供すべきである。  

第 4原則 公平性 

専門家としてのすべての関係において、公平

で道理をわきまえていなければならない。… 

公平であるためには、業務契約についての情

報を顧客に提供することが必要であり、重要

な利益相反の開示が求められる。 

（情報開示・合意等） 

24.  CFP認定者が提供するサービスに FP実務の主要なプ

ロセスが含まれる場合、 

（1）CFP 認定者は、顧客に対して以下の情報を文書で開示し

なければならない。また以下の情報に重要な変更があった場

合には、適時顧客に開示しなければならない。 

a.顧客が支払う報酬に関する正確かつ分かりやすい説明。… 

3．顧客と業務契約の範囲及びコミュニケーションの方

法を明確化し、合意する。 

CFP 認定者と顧客は、業務契約中に提供されるサービ

スについて合意する。CFP 認定者は、FPサービスを提

供する前に、双方（第三者を含む）の責任範囲、契約条

件、報酬、利益相反等の詳細を含めて、文書で業務契約

の範囲を説明する。… 



 

 

 

金融庁 顧客本位の業務運営に関する原則 倫理原則 行動規範 実務プロセス 

【重要な情報の分かりやすい提供】 

原則 5. 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があること

を踏まえ、上記原則 4に示された事項のほか、金融商品・サ

ービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できる

よう分かりやすく提供すべきである。 

第 4原則 公平性 

専門家としてのすべての関係において、公平

で道理をわきまえていなければならない。… 

公平であるためには、業務契約についての情

報を顧客に提供することが必要であり、重要

な利益相反の開示が求められる。 

（誠実性） 

2. CFP認定者は、顧客又はいかなる者に対しても、CFP 認

定者の資格及びサービスについて、虚偽又は誤解を招くよう

ないかなる情報を、直接的にも間接的にも伝達してはならな

い。 

3. CFP認定者は、必要な関連情報をすべて開示し、顧客又

はいかなる者にも、CFP 認定者のサービスがもたらす潜在的

な利益について誤解を与えてはならない。 

4. CFP認定者は、虚偽、不正又は詐欺行為を行ってはなら

ない。また、顧客やいかなる者に対しても意図的に誤った若

しくは誤解を招く表現を用いてはならない。 

13．各戦略がファイナンス上の目的やライフプラン上

の目標にどう対処しているか顧客が理解できるように

プランを提示する。 

戦略が顧客のファイナンス上の目的やライフプラン上

の目標達成にどのようにつながるのか、顧客が十分な

情報に基づく意思決定を行うことができるように、プ

ラン及び理論的な根拠を提示する。 

【顧客にふさわしいサービスの提供】 

原則 6. 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及

び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商

品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 

第 8原則 

勤勉性をもって専門的サービスを提供しなけ

ればならない。 

…勤勉性の原則を順守するためには、専門的

サービスを適切に計画、管理及び提供するこ

とが求められる。 

（公平性） 

8. CFP 認定者と顧客は、CFP 認定者が提供するサービスに

ついて、相互に合意しなければならない。 

 

（勤勉性） 

15. CFP 認定者は、顧客に適合する提案のみを作成し、それ

らを実行援助しなければならない。 

16. CFP 認定者は、専門的サービスを適時最適な方法で提供

しなければならない。 

4．顧客のライフプラン上の目標を明確にし、確認する。 

CFP 認定者と顧客は、顧客のライフプラン上の目標を

明確にし、その目標達成のために必要な取り組みが業

務契約の範囲内か顧客と確認する。 

5．業務契約の範囲に関連する定量的な情報と資料の収

集 

プランを作成又は実行する前に、業務契約の範囲に従

って、十分な量の顧客の定量的な情報及び資料を収集

する。 

6．顧客の価値観、考え方、期待及び金融に関する経験

の理解やリテラシーに関する定性的な情報を収集し、

理解する。 

顧客の価値観、考え方、期待及び金融に関する経験や

リテラシーが、プラン作成や顧客の意思決定に及ぼす

影響を把握するため、業務契約の範囲に従って、十分

な量の顧客の定性的な情報を収集する。 

10．顧客のファイナンス上の目的及びライフプラン上

の目標を達成するための戦略を明確にし、評価する。 

顧客の現在の状況を踏まえて、顧客のファイナンス上

の目的やライフプラン上の目標に合理的に適合するで

あろう 1つ又は複数の戦略を検討する。 

 

（4.ファイナンシャル・プランの作成と提示、5.ファ

イナンシャル・プランの実行援助 等においても同様

に適合性について規定） 

【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 

原則 7. 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための

行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進

するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その

他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備

すべきである。 

第 6原則 

専門的力量に満ちたサービスを提供するため

に、必要な能力、スキル及び知識を維持しな

ければならない。 

 

第 8原則 

勤勉性をもって専門的サービスを提供しなけ

ればならない。 

…勤勉性の原則を順守するためには、専門的

サービスを適切に計画、管理及び提供するこ

とが求められる。 

（専門的力量） 

12. CFP 認定者は、実務環境の変化に対応するため、継続的

に専門能力の維持・向上に努め、自身が行うすべての実務分

野における専門性を維持しなければならない。 

 

（勤勉性） 

18. CFP 認定者は、顧客へのサービスを自らの部下又は第三

者に委ねる場合、専門家として合理的かつ適切な監督又は指

示を行わなければならない。 

 

認定組織への順守事項等 

25. 企業の従業員又は代理人の立場である CFP認定者は、雇

用主又は代表者の適法な業務方針に則ると同時に、特定非営

利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会（以下

“協会”という）が定める諸規程を順守して、専門的サービ

スを提供しなければならない。 

 


